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令和８年度 第１回鶴見区行政連絡調整会議議事録（要旨） 

 

１  日 時  令和８年４月 21日（火） 13時 30分～14時 30分 

 

２  場 所    鶴見区役所３階 302会議室 

 

３  出席者 

（関係部局等） 

  大阪府警鶴見警察署長 

  消防局鶴見消防署長 

   大阪府寝屋川水系改修工営所 維持管理課長 

   鶴見緑地パークセンター センター長 

   建設局鶴見緑地公園事務所長 

   建設局中浜工営所長 

環境局城北環境事業センター所長 

水道局東部水道センター所長 

鶴見区民センター 主任 

鶴見区社会福祉協議会 事務局長 

鶴見区老人福祉センター 館長 

鶴見図書館長 

財政局京橋市税事務所長 

鶴見区小学校校長会（今津小学校長） 

（鶴見区役所） 

鶴見区長 

鶴見区副区長 

総務課長 

市民協働課長 

教育担当課長 

保健福祉課長 

子育て支援担当課長 

  政策推進担当課長 

 

４ 議 題 

（１） 各事業所（署）からの連絡協議事項について 

（２） その他 

 

５ 議事要旨 

（１） 区長より挨拶 

・ ４月に鶴見区長に就任した。どうぞよろしくお願いする。 

・ 平素より区政推進に多大なるご理解とご協力をいただき、深くお礼申し上げる。 

昨年度は大阪関西万博、２度の国政選挙、５年に１度の国勢調査などイベント・行事

が色々とあったが、みなさまのご協力のおかげで円滑に進めていくことができた。 
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・ 本日は令和８年度の第１回目の行政連絡調整会議となるため、自己紹介をお願いする。 

私は公募を経て西区長から鶴見区長に就任したが、それ以前は銀行に 30 年、段ボー

ルメーカーに３年務めた後、公募を経て西区長を４年務めた。 

西区長としては、地域コミュニティの活性化・再構築をテーマに取り組み、西区の町

会加入率を上げるため、町会自体の組織率を上げる動きをサポートしながら、新たな

参画者を地域コミュニティに取り込み、まちの魅力向上を図った。 

鶴見区でも地域コミュニティ活動の助力をしていきたいと考えており、国や大阪府が

整備するインフラに対し、どれだけコミュニティに色を付けていけるかが区役所とし

て重要な業務と考えている。 

・ 各行政機関のご協力がなければまちの魅力づくりができないので、引き続きのご協力

をお願い申し上げる。 

 

（２） 各事業所（署）からの連絡事項 

① 鶴見警察署 

・ ４月６日から 10日間、春の全国交通安全運動が実施された。 

関係機関のみなさまに各種キャンペーンにご参加いただいたこと、お礼申し上げる。 

・ 交通事故発生状況について、本年３月末時点の鶴見区内の交通事故件数は 54件、負傷

者は 60人であり、ともに前年より減少している。 

・ しかし、自転車乗車中の事故が全国的に多発しており、本年４月１日から自転車の交

通違反に対する反則制度が適用され、違反者には反則金が科せられるようになった。 

春の交通安全運動期間中の 10日間で、大阪府下で 125件の違反行為を認知しており、

その約４割が信号無視、約２割が一時不停止であった。 

鶴見区では、４月１日以降、信号無視９件、スマホ操作１件の計 10件青切符を切って

いる。 

それぞれの違反行為に科せられる反則金は、スマホ運転が 12,000円、信号無視が 6,000

円、一時不停止が 5,000円となっており、事故に遭う危険性が高い行為であるので、

交通ルールの順守・交通マナーの向上に努めていただきたい。 

・ 交通事故 0を目指して取り締まりや広報・啓発活動に取り組んでいくので、ご理解と

ご協力をお願い申し上げる。 

 

② 鶴見消防署 

・ 災害発生状況について、鶴見管内における令和８年の火災発生件数は５件であり、前

年比-２件となっている。令和７年中は火災発生件数が 18件、死者が 1名であった。 

大阪市内における令和８年の火災発生件数は 228 件であり、前年比-19 件となってい

る。令和７年中は 733件の火災が発生した。 

・ 鶴見管内における令和８年の救急件数は 2,068件であり、前年比-239件となっている。 

令和７年中は 7,367件となっている。 

大阪市内における令和８年の救急件数は 75,616 件であり、前年比-5,170 件となって

いる。現在分析中であるが、インフルエンザの流行が前倒しになったことで件数が減

っているのではないかと思われる。 

大阪市内における令和７年中の救急件数は 260,000 件を超える状況となっており、救

急車の適正利用をお願い申し上げる。 
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③ 大阪府寝屋川水系改修工営所 

・ 花博通りの下に地下河川を掘る事業や、川の浚渫等の維持工事等、鶴見区を含めた寝

屋川流域の治水対策を行っている。 

・ また、小学校の出前講座や施設見学で、治水事業や水辺の環境に関する説明等を行っ

ており、こどもの防災・河川愛護の意識向上に繋げていきたいと考えている。 

ご希望があればお声掛けいただきたい。 

 

④ 鶴見緑地パークセンター 

・ 鶴見緑地公園は、スポーツ施設や咲くやこの花館など、７つの会社で分担して管理を

行っている。 

・ ３～６月のイベント予定について、日曜日に開催しているせせらぎマルシェを中心に、

水の館・付属展示場ではフリーマーケットや企業の展示会を行っている。 

スポーツ施設ではサッカーやラグビー等の大会、咲くやこの花館ではその時々の花に

合わせた催しを開催している。 

・ ４月 29 日～５月６日まで、鶴見緑地中央広場にて、わくわく生き物ワールドという

動物のふれあい体験を行う。 

・ ５月１日～５月５日まで、はらぺこサーカスという食に関するイベントを行う。 

ゴールデンウィーク期間中の開催であり、20万人程度の来園者を見込んでいる。 

周辺道路の混雑や駐車場が満車になることが予想され、警備員を配置して誘導するが、

なるべく徒歩や自転車、公共交通機関でお越しいただければと思う。 

・ 配布している熱帯フルーツ展のチラシについて、咲くやこの花館で実施するゴールデ

ンウィーク期間中のイベントとなるのでご確認いただきたい。 

 

⑤ 鶴見緑地公園事務所 

・ 城北菖蒲園の開園について、例年５月中旬から開園しており、６月頭に花盛りとなる

のでぜひお立ち寄りいただきたい。 

 

⑥ 中浜工営所 

・ ４月１日付で建設局の体制が変わり、中浜工営所においては整備系の工事を別事務所

で工事・監督することとなり、道路・河川の維持管理に特化する形となった。 

・ 中央環状線の車道補修工事について、６月頃まで夜間工事が続くと思われる。 

・ その他、道路や自転車について何かお困りごとあればお問合せいただきたい。 

 

⑦ 城北環境事業センター 

・ 昨年度に実施したポスターコンクールについて、横堤小学校の生徒３名が受賞され、

受賞作品がパッカー車に掲示されているので、機会があれば見ていただきたい。 

・ 日程調整中であるが、小学４年生を対象にした体験学習を１学期中に実施予定。 

・ 毎月第３火曜日に区役所１階でごみに関する相談啓発コーナーを実施している。 

 

⑧ 水道局東部水道センター 

・ 今年１月に鶴見区諸口で工業用水道の漏水事故が発生した。 

ここ数年、埼玉県での下水道陥没事故や、京都市の国道１号線での漏水事故、大阪市

でも城東区で漏水事故が発生しており、こういった経過からインフラの更新ペースを

上げていく手立てとなっている。 
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順次、水道工事が増えていくと思われるが、大阪市を地震に強いまちにしていくため、

引き続きご協力をお願いする。 

 

⑨ 鶴見区民センター 

・ ６年前から利用料金制度が導入され、一般の方でも使いやすいような取組を実施して

おり、有料でのコンサートや音楽イベント等が開催されている。 

・ ４・５月は鶴見区内諸団体の総会予定が多く入っており、引き続きコミュニティのプ

ラットフォームとなれるよう取組を進めていく。 

 

⑩ 鶴見区社会福祉協議会 

・ 一人ひとりの人権の尊重と、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを進めている。 

・ つるりっぷカフェについて、今年度も毎月第 3金曜日を定例開催日としており、ボラン

ティアグループや地域包括支援センターに協力いただき開催している。 

認知症の方も参加可能な仕組みづくりや高齢者相談、100円での飲み物の提供も行って

いる。 

今年度については、障がい福祉サービスの事業者にもご協力いただき、お菓子やハンド

メイドの販売も行っている。 

・ 毎月第３土曜日については、引きこもり家族の会による情報交換・交流会を令和６年度

から引き続き開催している。 

・ 地域福祉の推進に向け、住民主体の地域福祉ネットワーク活動推進事業による、つなげ

隊連絡会・研修会を年６回予定している。 

・ ６月には、大阪市障害者福祉・スポーツ協会、鶴見区地域自立支援協議会と３団体共催

で障がい者スポーツレクリエーションひろばを開催予定。 

 

⑪ 鶴見区老人福祉センター 

・ ４月 30 日に利用者約 20 名と西中島南方にある柴島浄水場及び水道記念館の見学を予

定している。 

・ ５月 14 日に自然観察会「鶴見緑地の初夏の草木」として、大阪ガスグループの出前講

座を利用して実施予定。 

・ ５月 19 日に「栄養士による食生活講座」として、鶴見区保健福祉センターの栄養士に

よる講座を実施予定。 

・ ６月 10日にはくらしのための講座「侵入盗・悪質商法 被害防止のポイント」として、

大阪府警生活安全指導班による寸劇を交えた啓発を行っていただく。 

 

⑫ 鶴見図書館 

・ 大阪市立図書館にて昨年度に実施した「OneBookOneOSAKA」という、投票により大阪の

１冊の絵本を選定する事業について、15,000票以上の投票があった。 

１位に選ばれた絵本については、４月 23日の子ども読書の日に発表予定。 

・ 発表に合わせた記念事業として、大阪市立図書館全館で様々な子ども向け行事を企画

している。 

鶴見図書館においては、４月 19日にでんでんむしのおはなし会、５月 10日にはつる

みにんぎょうげきフェスタを実施する。 

・ その他、５月 17 日の朗読会や、６月７日の大人のためのおはなし会などを予定して

おり、広報等のご協力をお願いする。 
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⑬ 京橋市税事務所 

・ 市内に６か所ある事務所のうちの１つであり、鶴見区・旭区・城東区・都島区の４区

を管轄している。 

・ 当初の事業について、市税の基幹税である市民税・固定資産税及び都市計画税に加え、

軽自動車税の賦課徴収を行っている。 

・ ４月に入り、固定資産税及び都市計画税の納付書を発送しており、第１期納期が４月

となっている。 

合わせて、納税者で希望される方に同一区域（区内）の同じような土地家屋の金額と

比較していただく、固定資産税の縦覧を行っている。 

不服がある場合は審査の届出も可能であり、縦覧は今月末まで実施する。 

・ 引き続き、適正・公平な税務行政にご協力をお願いする。 

 

⑭ 鶴見区小学校校長会 

・ 今年４月に改訂が行われた大阪市教育振興基本計画の３つの最重要課題「安心・安全、

学力・体力の向上、教育環境の充実」をもとに小学校で運営に関する計画を策定し、

学校運営を行っていく。 

・ こどもたちが安心して過ごせる学校現場・健やかな成長を目指して、校長会や行政機

関と連携していきたいと思うのでご協力をお願いする。 

 

⑮ 総務課（庶務） 

・ 経済センサスについて、国勢調査の企業版として、すべての産業分野の売上金額や費

用など、事業所・企業の経済活動を明らかにすることを目的とした調査となっている。 

官公署も対象に含まれており、みなさまのところにも調査が入るかと思う。 

・ 調査方法は、調査員による訪問調査、国から調査書類を送付する直轄調査、インター

ネットによる調査など様々な種類があるが、ご理解とご協力をお願いする。 

 

⑯ 市民協働課（市民協働） 

・ 当担当が所管する業務は、地域活動支援、コミュニティの育成、防災・防犯・交通安

全、環境と多岐にわたるが、すべて関係機関のみなさまと連携をさせていただき成り

立つものと考えているので、今年度も引き続きよろしくお願いする。 

・ 地域活動協議会連絡会について、12地域の地域活動協議会会長及び鶴見区女性会会長

に、行政機関等からの情報について説明する場となっており、毎月第３木曜日の 13時

30分から開催されることとなっている。 

エントリーされる場合は、開催日の５営業日前までにメールにてエントリーシート及

び説明資料の提出をお願いする。 

説明資料及び配付物について、事務局で印刷する場合は白黒での対応となるため、カ

ラー印刷を希望される場合は、５営業日前までに現物を 25 部提供いただくようお願

いする。 

地域への配布物がある場合、配布資料「鶴見区各地域班回覧・ポスター配布数一覧」

から数を確認し、ご準備いただくようお願いする。 

 

⑰ 市民協働課（教育） 

・ 男女共同参画意見交換会について、昨年度は毎月実施していたところ、今年度から不

定期開催となる。 
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５月 20日は総会のみ、６月 17日は通常開催、７・８月は休会となるため、情報提供

がある場合はご留意いただくようお願いする。 

 

⑱ 保健福祉課（高齢者支援、障がい者支援、健康づくり） 

・ 保健福祉行政については、関係機関との連携なしでは進めていけないものだと考えて

いるので、みなさま方のお力添えをよろしくお願い申し上げる。 

 

⑲ 保健福祉課（子育て支援） 

・ 大きな行事としては、愛 Love こどもフェスタという未就学児と保護者を対象とした

イベントを予定している。 

昨年度は５月に開催したが、様々な都合を鑑みて開催月を 11月に変更している。 

民生委員をはじめ、関係機関のみなさまにご協力いただいており、日付が決まり次第、

改めてご連絡させていただく。 

 

⑳ 総務課（政策推進） 

・ AIオンデマンド交通社会実験について、チラシとガイドブックをお配りしている。 

３月 26日から鶴見区内の乗降場所が 98か所に変更となり、オンデマンド交通の乗降

場所となっていなかったシティバスの停留所など 19 か所が新たに指定された点が主

な変更箇所となる。 

利用状況について、放出駅南口の利用が最も多く、イオンモール近くや福祉会館前、

病院、クリニックなどの乗降場所についても比較的多くの方が利用されている。 

既存のバス停は利用者から見てわかりやすい場所であるため、鶴見区ではバス停への

乗降場所の設置を進めてきた。 

鶴見区の１日の平均利用者数は 30 人程度であり、もう少し増やしていく必要がある

ため、みなさまにも積極的にご利用いただければと思う。 

広報つるみ５月号では、見開きのガイドマップの掲載や、利用方法がわからないとい

ったアンケートでのご意見に応えるため、スマホからご予約いただけるページに遷移

する QRコードを掲載する予定としている。 

 

（３） 質疑応答、その他 

・ 次回は７月 21日（火）午後１時 30分より鶴見区役所３階 302会議室にて開催予定 


